
 

 

第 9 2 号 議 案 

令和８年３月６日 

総 務 課 

任 用 給 与 課 

 

 

東京都人事委員会規則の一部改正について 

 

 

 

標記の件について、下記の東京都人事委員会規則を別添のとおり改正し、施行する。 

 

 

記 

 

１ 公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する規則の一部を改正する規則 

 

２ 東京都職員の退職管理に関する規則の一部を改正する規則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１ 公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する規則の一部を改正する規則 

    派遣先法人の追加に係る所要の改正を行う。 

項   目 
該 当 条 文 内           容 

別 表 第 一 

（条例※第二条関係） 

 

※公益的法人等への

東京都職員の派遣

等に関する条例 

【派遣先団体の追加】 

（１）公益財団法人東京市町村自治調査会 

（２）地方公共団体情報システム機構 

 

【団体概要】 

（１）公益財団法人東京市町村自治調査会 

申請者 東京都知事 

条例によ

る区分 

条例第二条第二項第三号 

公共の利益の増進を目的とする事業を行っている団体

で、都がその事業に参画し、又は協力することが、都の施

策の推進に有益と認められるもの 

 

団体概要 
【設立経緯】 

東京都内市町村の自治に関する調査研究のほか、市町村

共同事業、広域的市民活動への支援に関する事業を行い、

市町村の自治の振興を図るとともに、住民福祉の増進に寄

与することを目的として設立された法人である。 

 

（沿 革） 

・昭和 39年 市町村の共通の事項について協議調整を図

るため、東京都市町村連絡協議会を設置 

・昭和 61年 高齢化、情報化、国際化の進展など、市町

村行政が転換期を迎える中、体系的な調

査・研究を積極的に行政施策へ反映させる

ため、これまでの協議会を解散し、財団法

人東京市町村自治調査会を設立 

・平成 24年 公益財団法人に移行し、現在に至る。 

 

【都事業との関連性】 

多摩・島しょ地域の広域的・共通的な行政課題等の調査

研究事業を行うとともに、市町村が連携して行う市町村共

同事業を東京都市長会や東京都町村会とともに推進して

いる。 

当該団体で実施する事業は、東京都が「多摩振興アクシ

ョンプラン」で掲げている「市町村の広域的な連携」の実

現にも資するものであることから、都の政策目標とも合致

し、都事業とも密接に関連を有する。 

 

【職員派遣の必要性】 

調査研究事業や市町村共同事業の実施にあたっては、都

事業との役割分担を明確にしつつ、都や市町村を含む各関

係機関との連絡調整や連携、また、都内市町村の状況を踏

まえたうえで、多摩・島しょ地域はもとより都全体の発展
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に資するよう事業を展開していく必要がある。 

このため、都政に精通し、かつ、広域自治体として都が

有する行政的知見やノウハウが求められることから、当法

人に人的援助を行う必要がある。 

都出資比率 － 

 

（２）地方公共団体情報システム機構 

申請者 東京都知事 

条例によ

る区分 

条例第二条第二項第二号 

地方行政に資する事業を広域的に行っている団体 

 

団体概要 
【設立経緯】 

住民基本台帳法、マイナンバー等に関する事務や地方公

共団体の情報システムに関する事務の支援を行い、地方公

共団体の行政事務の合理化及び住民の福祉の増進に寄与

することを目的として設立された法人である。 

平成 26 年４月１日、地方公共団体情報システム機構法

に基づき地方共同法人として設立されたが、令和３年５月

12 日に成立したデジタル社会の形成を図るための関係法

律の整備に関する法律（デジタル社会形成整備法）及び関

係法律の改正により、同年９月１日から、国と地方公共団

体が共同で管理する法人となった。 

 

【都事業との関連性】 

当該団体では、マイナンバーカード関連システム、住民

基本台帳ネットワークシステム、総合行政ネットワーク

（LGWAN）等の各種システムの開発・運営のほか、情報セキ

ュリティ対策、各自治体の DX 人材育成の支援にも取り組

んでいる。 

東京都では、LGWAN を活用して、各局・各地方公共団体

間での個人情報照会の事務フローの簡素化や住民サービ

スに必要な複数データ参照のワンストップ化など、行政事

務の効率化・迅速化を実現している。さらに、マイナンバ

ー制度における情報連携においては、住民基本台帳ネット

ワークシステム等を利用しており、当該団体が運営するシ

ステムによって個人情報の安全な連携や複数システム間

での安全なデータ交換を可能にするなど、都のデジタル施

策の根幹を支える重要なインフラとして行政運営に不可

欠な役割を果たしている。 

 

【職員派遣の必要性】 

地方行政運営の効率化等の観点から、国と地方公共団体

とが協力し、地方公共団体の基幹業務システムの統一・標

準化（以下「システム標準化」という。）が進められている。 

当該団体では、LGWAN や自治体中間サーバーなど当該団

体が管理するシステムの運用改善、セキュリティ対策の強

化のほか、各地方公共団体のシステム標準化の支援といっ

た取組を担っている。システム標準化が各自治体の行政運

営にとって実効性のあるものとするためには、自治体ごと

に異なる業務プロセスや多様な自治体ニーズを踏まえた

柔軟な設計を行い、現場の知見を反映したシステムの改善
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を行う必要がある。 

東京都は全国最大規模の自治体で利用者数やシステム

規模が他自治体と比べて圧倒的に大きく、運用上の課題や

ニーズも複雑であり、こうした知見を活かして LGWAN等、

当該団体が管理するシステムの運用改善に向けた技術的

検討に参画し、自治体間の情報連携に関するシステムの標

準化やセキュリティ対策の企画・調整を行うことが必要で

ある。 

以上のことから、当該団体に都職員を派遣し、人的援助

を行う。 

都出資比率 － 
 

施 行 期 日 

附     則 

  

 令和８年３月 13日 

 

 

 

 

 

２ 東京都職員の退職管理に関する規則の一部を改正する規則 

    上記１の規則改正による団体追加等を踏まえ、所要の改正を行う。 

項   目 
該 当 条 文 

内           容 

別 表 第 一 

（第９条関係） 

【都の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う団体の追加に伴う規定

整備】 

〇 別表第一（公益的法人） 

  ・公益財団法人東京市町村自治調査会 

  ・地方公共団体情報システム機構 

施 行 期 日 

附      則 

   

 令和８年３月 13日 
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～ 目 次 ～ 

１ 公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する規則の一部を改正する規則 

２ 東京都職員の退職管理に関する規則の一部を改正する規則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規 則 改 正 案 文 一 覧 

別添 



公

益

的

法

人

等

へ

の

東

京

都

職

員

の

派

遣

等

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 
令

和

八

年

三

月

十

三

日

 

東

京

都

人

事

委

員

会

 



東

京

都

人

事

委

員

会

規

則

第

三

号

 

公

益

的

法

人

等

へ

の

東

京

都

職

員

の

派

遣

等

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

公

益

的

法

人

等

へ

の

東

京

都

職

員

の

派

遣

等

に

関

す

る

規

則

（

平

成

十

四

年

東

京

都

人

事

委

員

会

規

則

第

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

別

表

第

一

中

 

「

公

益

財

団

法

人

東

京

し

ご

と

財

団

」

を

 

「

 

 

公

益

財

団

法

人

東

京

し

ご

と

財

団

 

公

益

財

団

法

人

東

京

市

町

村

自

治

 

 

調

査

会

 

 

」

 

に

、

 

「

地

方

公

共

団

体

金

融

機

構

」

を

 

「

 

地

方

公

共

団

体

金

融

機

構

 

地

方

公

共

団

体

情

報

シ

ス

テ

ム

機

構

  

」

 

に

改

め

る

。

   
 

 

附

 

則

 

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。
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東

京

都

職

員

の

退

職

管

理

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 
令

和

八

年

三

月

十

三

日

 

東

京

都

人

事

委

員

会

 



東

京

都

人

事

委

員

会

規

則

第

四

号

 

東

京

都

職

員

の

退

職

管

理

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

東

京

都

職

員

の

退

職

管

理

に

関

す

る

規

則

（

平

成

二

十

八

年

東

京

都

人

事

委

員

会

規

則

第

十

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

別

表

第

一

中

 

「

公

益

財

団

法

人

東

京

し

ご

と

財

団

」

を

 

「

 

 

公

益

財

団

法

人

東

京

し

ご

と

財

団

 

公

益

財

団

法

人

東

京

市

町

村

自

治

 

 

調

査

会

 

 

」

 

に

、

 

「

地

方

公

共

団

体

金

融

機

構

」

を

 

「

 

地

方

公

共

団

体

金

融

機

構

 

地

方

公

共

団

体

情

報

シ

ス

テ

ム

機

構

  

」

 

に

改

め

る

。

   
 

 

附

 

則

 

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。
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～ 目 次 ～ 

１ 公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する規則の一部を改正する規則 

２ 東京都職員の退職管理に関する規則の一部を改正する規則 

 

 

 

規 則 改 正 新 旧 対 照 表  

参考 



 

公
益
的
法
人
等
へ
の
東
京
都
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
四
年
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改

正

案 

現

行 

第
一
条
か
ら
第
三
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
） 

 

一
般
財
団
法
人
Ｇ
ｏ
ｖ
Ｔ
ｅ
ｃ
ｈ
東
京
か
ら
公
益
財
団
法
人
東
京
観
光
財
団
ま
で 

（
現
行
の
と
お

り
） 

 

公
益
財
団
法
人
東
京
し
ご
と
財
団 

 

公
益
財
団
法
人
東
京
市
町
村
自
治
調
査
会 

 

公
益
財
団
法
人
東
京
税
務
協
会
か
ら
全
国
知
事
会
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

地
方
公
共
団
体
金
融
機
構 

 

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構 

 

地
方
税
共
同
機
構
か
ら
日
本
消
防
検
定
協
会 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
二 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
三
条
ま
で 

（
略
） 

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
） 

 

一
般
財
団
法
人
Ｇ
ｏ
ｖ
Ｔ
ｅ
ｃ
ｈ
東
京
か
ら
公
益
財
団
法
人
東
京
観
光
財
団
ま
で 

（
略
） 

  

公
益
財
団
法
人
東
京
し
ご
と
財
団 

 

（
新
設
） 

 

公
益
財
団
法
人
東
京
税
務
協
会
か
ら
全
国
知
事
会
ま
で 

（
略
） 

 

地
方
公
共
団
体
金
融
機
構 

（
新
設
） 

地
方
税
共
同
機
構
か
ら
日
本
消
防
検
定
協
会 

（
略
） 

別
表
第
二 

（
略
） 
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東
京
都
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
八
年
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
十
一
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改

正

案 

現

行 

第
一
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
（
第
九
条
関
係
） 

 

一
般
財
団
法
人
Ｇ
ｏ
ｖ
Ｔ
ｅ
ｃ
ｈ
東
京
か
ら
公
益
財
団
法
人
東
京
観
光
財
団
ま
で 

（
現
行
の
と
お

り
） 

 

公
益
財
団
法
人
東
京
し
ご
と
財
団 

 

公
益
財
団
法
人
東
京
市
町
村
自
治
調
査
会 

 

公
益
財
団
法
人
東
京
税
務
協
会
か
ら
全
国
知
事
会
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

地
方
公
共
団
体
金
融
機
構 

 

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構 

 

地
方
税
共
同
機
構
か
ら
日
本
消
防
検
定
協
会 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
二 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
第
三
号
様
式
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で 

（
略
） 

別
表
第
一
（
第
九
条
関
係
） 

 

一
般
財
団
法
人
Ｇ
ｏ
ｖ
Ｔ
ｅ
ｃ
ｈ
東
京
か
ら
公
益
財
団
法
人
東
京
観
光
財
団
ま
で 

（
略
） 

  

公
益
財
団
法
人
東
京
し
ご
と
財
団 

 

（
新
設
） 

 

公
益
財
団
法
人
東
京
税
務
協
会
か
ら
全
国
知
事
会
ま
で 

（
略
） 

 

地
方
公
共
団
体
金
融
機
構 

（
新
設
） 

地
方
税
共
同
機
構
か
ら
日
本
消
防
検
定
協
会 

（
略
） 

別
表
第
二 

（
略
） 

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
第
三
号
様
式
ま
で 

（
略
） 
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